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高齢者の交通手段と過失相殺

── 電動アシスト自転車と電動車いすを中心として ──

Elderly Transportation and Negligence Offset: 
Mainly on an electric assist bicycle and electric wheelchair with handle

豊　田　正　明

Masaaki Toyoda

要　　旨

　近時、道路交通法改正により高齢者が自動車免許を更新する際の条件の厳格化が行われ、免許更新さ

れない可能性が高くなっている。更新が認められない場合には日常の足としてそれ以外の手段を選択せ

ざるを得ず、身体能力等の程度にもよるが自転車および車いすが選択されやすいといえよう。これらの

手段を選択した際に、高齢者が交通事故に遭遇して被害者になった場合で、自身に落ち度があったとき

は損害賠償に際し過失相殺が行われるところ、高齢者は交通弱者としていわゆる減算修正が行われるの

が一般である。高齢者といえども損害の拡大に対してはそれを避けるべき義務が認められる。自動二輪

車等にあってはヘルメット不着用による過失相殺を認めるのが今日当然となっているところ、自転車に

ついては、その程度まで至っていない。ましてや車いすの場合には何をかいわんやである。自転車用ヘ

ルメットの着用努力義務が拡大したことは、過失相殺における考慮事由として一歩前進したように考え

られる。そうであるならば、さらに進んで車いすの場合にも波及して然るべきではないのか、そうする

ことで、損害の衡平な分担を改めて考えることになるのではないだろうか。
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１．はじめに

　2020年10月 1日現在、わが国の高齢化率は28.8％で
ある（1）といわれており、2007年以降、超高齢社会（65
歳以上の人口が全人口に対して21％を超える状況）の
段階にある。今後高齢者（2）の数および割合はますます

増加すると見込まれており、それにともって加害者の

場合であれ被害者の場合であれ高齢者のかかわる交通

事故が増加する可能性もまた高くならざるを得ない。

そして、平均寿命も年々高くなっていることもあり、

とくに一人暮らしの高齢者が自活するために日常生活

における買い物等を自ら行かざるをえないことも多く

なるように思われる。また、高齢者の QOL（生活の

質）を向上させるためには、日常生活上の便利さ、過

ごしやすさを向上させる必要があることはいうまでも

ない。しかしながら歳を取るにつれ、感覚や身体能力

などが衰え、買い物等、日常生活を円滑に営むことが

年々困難となってくることもまた否定できない事実で

あろう。

　ところで、一般的に高齢者が日常生活上用いる交通

手段としては、公共交通機関を利用する場合を除く

と、自動車（自分が運転・他人が運転の双方を含

む）、自動二輪車（原付自転車を含む）、自転車（三輪

自転車を含む）、車いす（手動・電動含む）、徒歩（手

押し車・杖利用含む）等が考えられよう。昨今の

ニュースなどでは日常的に高齢者が起こす痛ましい自
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動車事故のトピックが後を絶たず、悲惨な事故も数知

れない。そこで、周知のように、近時は道路交通法の

改正（後述）により、高齢者の免許更新に際して条件

を付加し、条件を充たさない場合には運転免許証を更

新しないという形で、交通の安全を確保する方向にか

じを切っているのである。

　ところで、これまでの高齢者を主な対象とした道交

法改正を取り上げると以下のようになる。1997年の改
正（平成 9年法律第41号）では、更新期間が満了時75
歳以上の者に対して高齢者講習（3）の受講が義務づけら

れた。2001年改正（平成13年法律第51号）では、これ
が70歳以上の者となり対象年齢が引き下げられた。
2007年改正（平成19年法律第90号）では、更新時に75
歳以上の者に対して認知機能検査（4）を受検することが

付け加えられた。2015年の改正（平成27年法律第40号）
では、更新時に75歳以上の者に対して認知機能検査の
結果認知機能の低下のおそれがみられる場合等ではこ

れまでの実車指導（ 1時間）に個別指導（ 1時間）が
加えられた。

　直近の2022年 6月から施行されている2020年の改正
（法律第42号）では、75歳以上で一定の違反歴がある
高齢運転者に対し、運転免許証更新の際、運転技能検

査を義務づける制度の導入及び、都道府県公安委員会

に申請することで対象車両を安全運転サポート車に限

定するなどの限定条件付免許制度の導入等を内容とす

る改正がなされている。また、高齢ドライバーの運転

動作等の解明等も多くの文献で行われており、高齢者

が自動車を運転する場合の諸問題等については、日々

研究が進んでいる状態にある。このような高齢者に対

する免許更新条件の加重は、高齢ドライバーが増加（5）

している昨今を鑑みるに、交通の安全を確保するため

に今後もますます増えていくように思われる。高齢者

も年齢を重ねていくといずれは自らで移動することが

困難になる状況に至るであろうことは他言を要しな

い。しかしながらその段階に至るまでは基本的に自ら

移動するであろうし、そうであるとするならば、日常

の足としての自ら運転する自動車の利用を奪われた高

齢者は、他の手段により移動しなくてはならないこと

となる。また、元々免許を取得していない場合や自主

返納した場合のように、自動車を運転しない、ないし

はしなくなった場合にもまた現に何らかの移動手段を

用いていることになる。

　これらの場合においては、自ら運転する自動車に代

わり、上述した交通手段のうち、他人が運転する自動

車の利用（タクシー・親族や知人等に依頼する場合を

含む）、自転車（三輪自転車を含む）、車いす（手動・

電動含む）、徒歩（手押し車・杖利用含む）がその手

段となり、これらのどれかまたは場合によって使い分

けることになろう。

　そこで、これらの交通手段の場合、とりわけ自転車

（電動アシスト自転車）並びに車いす（とりわけ電動

車いす）を用いる場合において、高齢者にはどのよう

な問題が生じるのか、その問題を引き起こした原因が

高齢者にも少なからず責任がある場合には過失相殺事

由とすることができるのか、そのためにはどのような

条件があるのか等々を検討したいと考える。

２．高齢者と自転車

　前述したように、高齢者が自動車の運転免許証を更

新する際に、講習を受講させたり、実地教習を行わせ

たりすることで、運転能力を測って一定の基準を充た

さない場合には、更新が認められないようになってい

る。すなわち、この場合には、これまで買い物等、日

常の足として自動車を利用していた高齢者から直ちに

その手段を奪うことになるのである。換言すると、こ

れまでの生活環境ないしは生活の質を保持するために

は、必然的に他の手段に頼らざるを得ないことになる

のである。無論、元々運転免許を保持していない高齢

者もおり、それらの者は以前から日常の足として自ら

運転する自動車を利用できず、それ以外の手段を用い

ているわけで、そのような者にとっては、別に痛くも

かゆくもない話である。

　ところで、一般に自動車を利用（自ら運転するとし

ないとにかかわらず）する場合を想定してみると、徒

歩圏外の場所へ移動することが多いと考えられる。と

するならば、自動車の代替手段として、他人が運転す

る自動車等を利用する場合を除き、その移動距離や歩

行困難等の身体的事情から徒歩を選択することはほと

んどなく、それ以外の手段を選択せざるをえないこと

になろう。この場合、気軽な手段として選択されるの

は、免許が不要である自転車（三輪自転車含む）にな

ると思われる。ところで、高齢者以外の若年者等であ

ればまだ感覚的・体力的にも衰えていないため自力に

よる運転は容易であると考えられる。しかしながら高

齢者にあってはそうはいかず、自分の体力だけでは走
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行するための原動力がどうしても不十分にならざるを

得ないことも多いであろう。とはいえ、自転車は高齢

者の移動手段として適しているとの意見（6）もあること

からすると、一定程度の自転車利用は肯定的に評価す

べきで、その安全な利用方法を検討・促進することが

重要であろう。

　実際、自転車の使用者年齢割合では高齢者の割合が

増加しているデータ（7）もあり、今後も高齢者の自転車

利用割合の増加が見込まれる。現に、高齢者の自転車

利用頻度は自動車利用を上回るとの指摘（8）もある。そ

して、電動アシスト自転車は高齢者の移動距離および

行動範囲を拡大する可能性があるともいわれている（9）。

　周知のように、自転車はある程度の速度を出さない

と安定しない乗り物である。したがって、必然的に原

動力不足によって速度が不十分の場合には、いかさま

不安定にならざるを得ない。引いては、ふらつき（10）、

転倒の要因となり得るものである。そのため、高齢者に

不足しがちな原動力を補助するものとして電動アシス

ト自転車が他の年齢層よりも好まれることになる（11）。

ある研究結果においても、通常の自転車を用いた場

合、高齢者は若年者と比較すると坂道や発進時のふら

つきなどの安定性や加速で劣るが、電動アシスト自転

車を用いたことで若年者に近い値まで改善がみられる

との結果が出ており、事故防止にも寄与する可能性の

あることが指摘されている（12）。自転車を利用する年

代ごとの電動アシスト自転車使用割合を調べた結果に

おいても、高齢者が使用している割合は高く、如実に

それを示しているようである（13）。しかしながら、電

動アシスト自転車は、電動アシスト機能がついていな

い通常の自転車（いわゆるママチャリなど）に比べ概

して価格が高額なため、高齢者の場合でも利用者はお

よそ10人に 1人程度の割合になっているものと思われ
る。

　なお、自動車の運転免許を自主返納した場合や、一

定の条件を充たす場合等を条件に購入補助金を交付す

る自治体が複数あって、高齢者に対する電動アシスト

自転車の普及に一役買っていることは紛れもない事実

である（14）。

　残りの 9割近い高齢者は、日常的に電動アシスト機
構が付いていない一般の自転車を使用しているため、

高齢者の自転車運転時にありがちなふらつき等に対す

る事故防止の手段を別に考える必要があることになる。

　そもそも、二輪であるからこそ不安定であるという

ことから、昨今では自転車の種類に三輪タイプ、四輪

タイプの自転車も登場し普及している。後者のタイプ

は年齢が上がるにつれ、その使用率も高くなる傾向に

あるようである。ただ、一般的に、三輪・四輪自転車

は、二輪自転車と比較すると重量が嵩む（15）ことは否

めず、電動アシスト機構が付いていない場合には、通

常の二輪車よりも原動力が必要となるためかえって選

択しづらいことにもなりかねない。最近では、高齢者

向けの軽量化された三輪自転車も販売されるように

なっており、高齢者も利用しやすくなっているといえ

よう。

　この点、電動アシスト自転車にも、三輪タイプ、四

輪タイプのものがあり、これらは、原動力に安定力が

加わったことで、高齢者にとってより安全に運転でき

るものといえよう（16）。ただし、電動アシスト自転車

が一般に抱える問題である、坂道等で速度が出すぎて

（ 6 km/h以下が道交法上の基準）しまう点には注意
が必要である。なお、二輪タイプ、三輪タイプ、四輪

タイプと車輪が一つずつ増えていくにつれ、価格もそ

れに伴って上昇している感は否めず、四輪タイプを購

入するには相応の費用負担が必要である（17）。

　話はやや戻るが、電動アシスト自転車でも、三輪タ

イプ・四輪タイプではない二輪タイプの電動アシスト

自転車を高齢者が使用する場合、ふらつきないしは転

倒防止のため、補助輪を取り入れることも視野に入れ

て良いのではないかと思われる（電動アシストなしも

同様）。補助輪自体は、主に自転車に慣れていない幼

児を対象とした幼児用の自転車等に用いられるもので

あるところ、幼児自転車用ではなく成人用自転車のた

めの補助輪も数は少ないものの販売されており（18）、

これであれば費用は金銭的負担が多少なりとも少ない

ため、高齢者にとっても導入しやすいのではないだろ

うか。三輪タイプ・四輪タイプの自転車を購入困難な

高齢者も多いと考えられるため、その点についての研

究が待たれるところである。また、補助輪があったと

しても逆に運転しづらくなるという可能性（19）もあ

り、トータルでみて事故防止にプラスになるかは検証

の余地があろう。

　なお、電動アシスト自転車の事故は増加（20）してお

り、そのうち死亡事故では高齢者が 9割近くを占めて
いることからすると、その原因にもよるが、年齢的目

安も必要であるように思われる。

　ところで、自転車を利用する高齢者の年代は、身体
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的な理由等からすると60～70代が主であろうと考えら
れるが、裁判例になった自転車運転中の交通事故事例

をみてみると、80代で事故に遭っている場合も散見で
きる（21）。このことからすると、実際には80代以上の
高齢者も自転車を利用していることがうかがわれるの

であり、事故防止という観点からすれば、速やかによ

り安全な代替手段（電動車いすや補助車等）への移行

を促す必要があろう（22）。それでもなお、自転車を利

用する場合には、危険を承知の上、換言すると「危険

への接近」という意味に理解されても致し方ないとも

考えられるのではあるまいか。この点、改正された運

転免許更新手続きが高齢者に対して運転する機会を現

実的に減少させているという点を鑑みるならば、自動

車以外の場合も、交通安全ないしは事故防止のために

は、高齢者に対しある程度の制限が加わることもまた

致し方ないことかもしれない。交通事故が、被害者と

加害者の立場についていつどちらになるかわからない

という互換性があることを鑑みるならば、そのような

考え方も許されるのではないだろうか。

３．高齢者と電動車いす

　一般に人は歳を取ると足から衰えていくといわれて

いるように、自転車にも乗れず、歩行も困難となった

者が用いる移動手段は基本車いすであろう。無論、足

を怪我した場合にも車いすを利用するが、周知のよう

に当初車いすは他人が押す形のいわば人力の補助具で

あった（23）が、介添者がいなくても手を使うことで自

走させることができ、今日広く利用されている状況に

ある。昨今は高齢者の日常の足として、とくに電動車

いすが普及してきていることは周知の事実であると

いってよい。しかも、移動がやや困難になった高齢者の

外出促進という観点からすると、ハンドル型電動車い

すは導入しやすく安全性に優れるとの意見もある（24）。

その反面、電動車いすの交通事故において、その約

70％が高齢者であり、70歳代の死傷者が最も多いとの
データもある（25）。とはいえ、単独事故は交通事故と

はみなされず、電動車いす同士の事故や歩行者との事

故は交通統計に含まれないことから、実際にはもっと

多くの事故が発生していることは間違いなかろう。

　そもそも電動車いすは、自力移動が困難な身体障害

者の移動手段として、既存の車いすを改良し原動機を

取り付けて使用されるよう開発されたものである（26）。

それを身体障害者以外の高齢者も利用するようにな

り、主に身体障害者用と高齢者用とに用途をわける形

でそれぞれ発達してきた経緯がある。

　電動車いすを型式（27）で大別すると、スティック型

とハンドル型とに分けることができる。前者は主に身

体障害者用として、後者は主に高齢者用として用いら

れることを前提としているといってよいであろう。身

体障害者がハンドル型を、高齢者がスティック型を利

用することは当然想定可能であり、それが禁じられて

いるわけでもない。とはいえ、スティック型は身体障

害者個々人用にカスタマイズされることもあること、

ハンドル型はこれまで自動車を運転していた高齢者な

どにとって運転感覚に類似点があって移行しやすいこ

ともあってか、上記のように主たる使用者が大別され

る理由になっているといえよう。なお、本稿において

は断らない限り「ハンドル型電動車いす」を「電動車

いす」と表すことにする。

　電動車いすを用いて道路上を走行する場合、道路交

通法上は自転車等の「車両」扱いではなく、基本的に

「歩行者」として扱われることになる。ただし、その

ためには車体の大きさや速度など一定の条件（道路交

通法施行規則第 1条の 4）（28）を充たす必要があり、こ

れに該当しない場合には、当該電動車いすの形態など

に応じた自動車運転免許などの該当する免許が必要と

なる。

　前述したように、条件を充たす電動車いすは道交法

上「歩行者」として扱われるため、「軽車両」として原則

的に車道を走行しなければならない自転車と異なり、

歩道が設置されている場所では歩道上を通行しなけれ

ばならない。歩道があるにもかかわらず車道を走行す

ることは、やむを得ない場合を除き道交法違反（29）に

なる。なお、歩道の設置率（30）は一般国道で約50％、
都道府県道で約37％、市町村道で約 9％であり、電動
車いすを使用して路上を走行する場合には歩道以外を

通行することが多いことがわかる。この点は道路行政

で解決すべき問題である。

　ところで、電動車いすは非常に高価な乗り物である

といえる。タイプにより異なるが、それでも100,000
円を超えるものが通常であるといってよいであろう。

一般的にいうと高齢者にとってはいわば高嶺の花とい

える存在であるといっても過言ではあるまい。上述の

ように高齢者の電動車いすの使用率が 9％程度にとど
まっているその主たる理由となっているのではないか
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とも考えられるところである。なお、購入せずとも電

動車いすをレンタルすることもできる。

　この点、高齢者が電動車いす購入ないしはレンタル

するに際し、一定の条件の下で補助金を支給する市町

村が増えてきている。このことは、公的機関が高齢者

に対して電動車いすを積極的に利用するよう促進すべ

く便宜を図っているとも考えられるところである。補

助金等を支給する理由としては、自動車を運転する高

齢ドライバーに対して、運転免許証の自主返納を促す

ためにインセンティブとして補助を行っている側面も

あり、理由はどうあれ公的機関が電動車いすを自動車

の代替手段として位置づけていることに間違いはなか

ろう。とりわけ、高齢者にとって外出することは痴呆

症の発症を遅らせたりすることに役立ち、高齢者が自

活を継続するためにも移動手段を確保することが必要

不可欠であるため、自動車に代わる手段を想定するこ

とは不可避のことといえる。

　ところで、このように高齢者の日常の足として用い

られている電動車いすであるが、上述したように道交

法上はみなし歩行者の扱いを受けているところ、ひと

たび事故に遭遇（加害者であると被害者であるとを問

わず）すると、歩行者とはまた違った事態が起こりう

る。これは、電動車いすが普通に歩いている歩行者と

異なる部分に起因するものであり、電動車いすの重量

及び速度、搭乗する形態にかかわる問題である。

　上述したように電動車いすの出せる速度は 6 km/h（31）

に制限されており、この速度は歩行者が早歩きした速

度とほぼ同じであるといわれている（32）。歩行者が早

歩きで他の歩行者に衝突した場合と電動車いすが歩行

者に衝突した場合においては、どちらが衝突された歩

行者の傷害の程度が大きいかというと、速度及び重量（33）

を鑑みるならば、電動車いすが衝突した場合のほうが

傷害の程度が重くなる可能性が高いといえよう。で

は、自転車と比較をするとどうであろうか。事故形態

により結果は異なるであろうが、とりわけ昨今広く普

及している電動アシスト自転車等も考慮入れると、速

度（電動アシスト自転車の方が速い）と重量（ハンド

ル型電動車いすの方が重い）の双方を鑑みるならば、

概して電動アシスト自転車の方がより大きくなるよう

に思われる。

　このように考えると、電動車いすは、歩行者と自転

車との間に位置する存在のように思われる。そうであ

るならば、場合によっては、自転車寄りの扱いも考え

る必要があるように思われる。

　米満（2004）の研究によると、高齢者の電動車いす
事故において重傷事例が多いのは、電動車いすが自転

車やバイクと同様に無防備な乗り物であること、電動

車いすを利用する高齢者等は何らかの障害を持ってい

る人たちであり、二次損傷や三次損傷を軽減する運動

能力に乏しいからとする。ジョイスティック型では

シートベルト着用の優勢が証明されているが、二次損

傷や三次損傷を軽減するためには電動車いす利用者の

ヘルメットが必要であるとする。

　宮田ら（2016）の研究によると、ハンドル型電動車
いすの事故形態において側面から自動車が衝突する場

合が多く、自動車での比較的低速での側面衝突に対す

る安全性を向上させることが必要であるとし、衝突速

度が30km/h以内においては、アームレストを上げて
ヘルメットを装着する条件が頭部傷害の低減および死

傷者の削減に効果が高いとする。なお、15～40km/h
で衝突した場合でも、ラップベルトの装着は頭部外傷

の軽減には寄与しないと結論付けている（34）。この実

験結果は、電動車いすの事故につき、ヘルメット不着

用による過失相殺の可能性を導くものとして非常に興

味深い。

　付言すると、高齢者の自転車乗用中の転倒損傷部位

は 7割以上が頭部（35）であり、頭部を保護する必要性

が高く、電動車いすの単独事故においても走行中に転

倒し頭部を打って致命傷となることもあり、ヘルメッ

トの着用は必須であるといえよう。

４．過失相殺における高齢者修正

　高齢者が交通事故に遭い、被害者となった場合、そ

の損害賠償算定に際しては、通常の場合と同様に自身

に過失が認められる場合には、過失相殺が行われるこ

ととなる。

　ところで、幼児などの年少者や高齢者などは、いわ

ゆる「交通弱者」として一般の場合と異なり、過失相

殺事由を考慮するにあたり、いわゆる過失相殺減算事

由として考慮されるというのが一般（36）である。過失

相殺は、裁判官の裁量権の範囲内にあるもので、具体的

な理由を必要とはされていないものの、昨今では交通

事故損害賠償の基準化が進んでいる（37）こともあり、

事故態様が典型的な場合においては、ほぼ過失割合が

推測できるようになっている。このような基準化は、
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過失の立証の手間を省くだけでなく損害賠償額が衡平

公正に算定されることに対して非常に役立つものの、

裏を返すと画一的すぎる嫌いもあり、柔軟な適用の妨

げになることもある。

　自転車乗用中の高齢者の事故特徴として、出合頭の

事故や頭部損傷の割合が高く、夜間の前照灯を点灯

し、ヘルメットを着用したと仮定した場合、約 4割の
人が助かる可能性があるとの推測がある（38）。同研究

によると、65歳以上は死者割合の増加率が高くなり、
高齢者は自転車乗用中に死亡しやすいとする。高齢者

とそれ以外の場合でも、頭部外傷で死亡する割合は高

いが、高齢者はよりその割合が高い。そうであるとす

るならば、高齢者か否かを問わず自転車用ヘルメット

の着用は被害軽減に寄与するものと考えられる（39）。

しかも自転車用ヘルメットの着用効果は高齢者のほう

がより高い値を示していることを鑑みると、自転車用

ヘルメット不着用の落ち度は高齢者のほうが高いとも

考えられよう。

　前述したように、自転車乗用中に事故にあった高齢

者のうち、約 4割が助かる可能性があるとされている
ところ、ヘルメット着用者・前照灯点灯者は道路交通

に対するモラルが高いと推測され、その要素も加味す

る必要があるといわれている。とはいえ、その割合も

モラル向上により少なくなると思われる。

　そして同研究によると、自転車対自動車の事故にお

いては、軽傷事故と死亡事故とは衝突速度が約15km/
hを境に分かれる傾向があるとされている。このこと
は、自転車に自動車が15km/h以下で衝突した場合に
おいては、本来軽傷であるはずが死亡ないしは重傷に

なった、とりわけ頭部損傷の場合には、自転車用ヘル

メット不着用が損害の拡大に影響した可能性を推測さ

せるものであるといえるのではあるまいか。そうだと

するならば、このような事例の場合には、自転車用ヘ

ルメット不着用による過失相殺も視野に入ってくるの

ではないかと考えられよう。道交法改正によって、保

護者に対し13歳未満の児童が自転車に乗車する時に自
転車用ヘルメットを着用させるよう努力すべき義務が

課された（道交法63条の11）ことにより、全年齢的な
割合として着用率が一時期上がった（13歳未満の着用
率は63.1％）ことがわかる。努力義務が課されている
児童だけにとどまらず、それ以外の年齢に対しても自

転車用ヘルメットの着用奨励等啓蒙的な広報活動も盛

んにおこなわれている状況にある。しかしながら、そ

の着用率は全国平均で11.2％という低い値である（40）と

いうデータもあり、さらなる啓蒙活動は必要である。

この点については後記裁判例の検討においてさらに論

を進めたい。

５．自転車用ヘルメット不着用と過失相殺

　神戸地判平成31年 3月18日
（自保ジャーナル2050号 p.18）

【事案の概要】

　南北道路（優先道路）と東西道路とが交差する信号

機のない交差点において、南北道路の東側歩道（幅員

4.5m、自転車通行可）上を北進中の Y 1運転・Y 2同
乗の電動アシスト自転車に、10～20km/hで東進中の

Y運転の普通乗用車が衝突し、Y 1～ 2が負傷した事故。
【判旨】

　被害自転車同乗中の被害者（女児、 3歳）が本件事
故により、頭部外傷、外傷性頸部症候群、頭蓋骨骨

折、非器質性精神障害の傷害を負った事故において、

事故時自転車用ヘルメットを着用していなかったこと

につき、当該自転車を運転していた女児の母親過失と

して評価すべきであるとの加害者側からの主張に対

し、裁判所は、「道路交通法上、自転車乗車時の幼児

へのヘルメット着用は本件事故当時を含めて努力義務

として規定されているに過ぎないこと（同法63条の
11。なお、本件事故当時は平成25年法律第43号による
改正前の同法63条の10。）、上記規定も本件事故のちょ
うど 1年前の平成20年 6月 1日に施行されたばかりで
あり、社会一般に広く幼児へのヘルメット着用が認

知・普及していたとはいえないことなどに照らすと、」

女児側の過失として評価するのは相当でないとした。

【分析】

　本件は自転車用ヘルメット不着用の事案として非常

に重要である。結果として過失相殺（被害者側の過失

としてではあるが）を否定しているところ、その考慮

事由として①努力義務に過ぎないこと、②努力義務化
から 1年程度しか経過していない段階の事故であり、
社会一般に広く幼児へのヘルメット着用が認知・普及

していたとはいえないことの二つを挙げている。どち

らの理由に重点が置かれているのか、同等の評価なの

かはわからないため、それぞれ考察してみよう。

　令和の時代になった今日においては、努力義務化か
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ら14年の月日が流れている。その間に警察庁関連の広
報や自治体関連の広報、民間団体の広報雑誌等（41）で

幼児・児童へのヘルメット着用が頻繁にアナウンスさ

れ、その結果が前述のような着用率が63.1％（しかも
これは児童本人のデータである）という調査結果に結

びついたであろうことを鑑みると、過半数以上の者が

着用をしているという点は、逆にいうと不着用のケー

スが少数派であって、むしろ、着用して当然、不着用

はマイナスに評価される契機ともなりうるものであろ

う。保護者に努力義務がある幼児の場合には、保護者

は32％しか知らなかったというデータは驚きであると
ころ、アンケート後には68％まで着用させたいという
意識改善が行われたことからすれば、時間が経過する

につれ浸透していくことも考慮するとそれほど重視す

べきではあるまい。

　また、努力義務という点についてであるが、今次の

道交法改正によって2022年の 4月 1日から幼児及び児
童だけでなく、全年齢の自転車搭乗者に対して自転車

用ヘルメットの着用が努力義務化されていることから

すると、着用の重要性がさらに公に認められたと考え

られよう。しかも、自治体（42）においてはこれに先駆

けて条例においてすべての自転車搭乗者に対して自転

車用ヘルメットの着用を努力義務として認めており（43）、

周知という点ではより一層の普及が想定されよう。そ

うであるならば、現時点はひとまず置くとして、法律

上の義務にまでは至っていないものの、不着用という

ことが過失相殺の際にマイナスの評価事由となりうる

ことに一歩前進したと考えてもよいように思われる。

　なお、自転車用ヘルメット着用に関する政策面での

費用便益分析という興味深い研究があり、同研究では

努力義務化されている昨今においても自転車用ヘル

メットの努力義務化政策は肯定でき、これが義務化に

なった場合でも正当化できるとする（44）。

　この点、自動二輪車のヘルメット着用義務と不着用

による過失相殺との関係においても、努力義務の段階

でも過失相殺を認めていたということもあり（45）、こ

の点も追い風となろう。無論、自動二輪車（原付自転

車を含む）と自転車とでは、速度等により負傷する危

険性や負傷の程度において格段の違いが存するため、

当然に当てはまるわけでないことはいうまでもない。

　本件ではこの二点で過失相殺を否定しているため、

ヘルメット不着用自体が被害を拡大したかどうかにつ

いて触れられていないが、衝突時の速度、Y 2はハン

ドル後ろの幼児用座席から転落していることなどを鑑

みると、まさしく自転車用ヘルメットの実験に類似す

る事案ではなかったかと考える。細かい訴訟資料等を

参照できたわけでもなくまた、15年以上前の事故であ
ることからすると、そもそもこれ以上の具体的検討は

困難である。しかしながら、今日においては、科学的

な検証や実験結果が公表されており、それを参考にし

て被害拡大を防止できた場合をある程度想定できると

するならば、自転車用ヘルメット不着用による過失相

殺も実際的に認められるようになるのではないかと考

える（交通相談を扱っている弁護士の HP等では自転
車用ヘルメット不着用による過失相殺の可能性を言及

するものも見受けられるところである。）。

　高木弁護士は、自転車事故における過失相殺におい

てもヘルメットの不着用が問題となる場合があると

し、幼児などを載せて二人乗りをする場合などにおい

ては、道交法63条の11により幼児にヘルメットを着用
させる義務があることから、たとえ同義務が道交法上

努力義務であるとしても損害が拡大したと認められる

場合には、被害者側の過失として考慮させるようにな

ると思われるとする（46）。

　なお、自転車用へルメット不着用の過失割合をどの

程度にすべきかについては、後述。

　金沢地判平成18年10月11日
（自保ジャーナル1705号 p.2）

【事案の概要】

　片側 1車線の南北道路（両側に歩道あり）に西道路
が突き当たる T字型交差点において、北進中の Y運
転の普通乗用車と西道路から北へ左折してきた A（X
の弟）運転・X同乗の自転車が衝突し、Xが負傷（脳
挫傷、遷延性意識障害）した事故。

【判旨】

　Aの過失につき、「Aは、当時12歳の児童であり、
保護する要請が高いことは否定できないものの、半

面、前記年齢に相応した身長しか有していなかったに

もかかわらず、Xを荷台が設置されていない後部に乗
せるという道路交通法上禁止されている方法で（同法

55条 1項）、しかも大人用の自転車を運転していたも
ので、本件事故当時においては被害自転車を巧みに操

作して運転することが困難な状態であったというべき

であり、そのことが、Aが本件交差点に進入する前に
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一時停止をしたり、十分減速した上で左折し、西道路

の左側に設置されていた歩道に乗り入れるなどの安全

な走行方法をとることなく、本件交差点を大回りに左

折して、やはり、道路交通法上禁止されている西道路

の右側を通行しようとしたこと（同法18条 1項）の大
きな誘因となったことは否定できず、Aの被害自転車
の前記運転方法もまた、本件事故の重要な要因になっ

ている。」

　Xにつき、「Xにおいても、前記自転車には荷台が
設置されていなかったにもかかわらず、ヘルメット等

も着用していないまま後輪を止めてあるネジの上に立

つという、本来想定されていない方法で被害自転車に

同乗していたものであり、その姿勢が、被害自転車が

運転を誤って何かに衝突した際に容易に路上に投げ出

されるなどして頭部等に重大な損傷を受けるおそれの

ある極めて危険な姿勢であったことは、被害自転車を

運転して、むしろ本件事故時において、加害車両によ

り近い位置にいた Aが軽傷しか負っていないのに比
し、後部に同乗していたにすぎない Xが先に認定し
た重大な障害を負っていることからも窺えるのであ

り、Xの前記同乗姿勢等が本件事故による同人自身の
損害を拡大させたことも否定できない。」とし、被害

者側の過失として45％の過失割合を認めた。
【分析】

　Xには本件事故により、重度片麻痺、右上肢筋力低
下、高次脳機能障害、 1級 1号の後遺障害が残存して
おり、頭部を損傷した結果であることは明らかであ

る。ただ、「ヘルメット等も着用しないまま」という

文言と「同乗姿勢等が」いう文言からどの程度過失割

合に考慮されているかを判断するのは難しい。しかし

ながら、後遺障害の程度が著しく重いこと、二人乗り

自転車の推定される速度を鑑みると、自転車用ヘル

メットを着用していたならばある程度の損害軽減は可

能であったのではないかとも推測され、本件は自転車

用ヘルメット不着用に関する過失相殺適用事例として

評価が可能ではないかと考える。

　水野（2012）では、自転車用ヘルメットの実験結果
につき、ヘルメット義務化が頭部傷害数の減少に有効

であるが、現在の自転車用ヘルメットの安全基準では

路面衝突時の頭部保護が想定された実験であるとし

て、異なる実験方法を用いて検証している。結果、落

下試験に基づいて設計されたヘルメットは自動車衝突

時に必ずしも十分な保護機能を示していないとし、フ

ロントピラーへの衝突につきヘルメット装着により頭

蓋骨骨折の危険性は軽減されたが、脳損傷の危険性は

十分には低減されないとする。この指摘は、事故態様

においては自転車用ヘルメットを着用していたとして

も十分に機能しないことがあるため、どのような場合

に被害軽減できるかをさらに検討すべきことを示して

いるといえよう。

　ともあれ、自転車用ヘルメット不着用による過失相

殺は今後自動二輪車の場合と同様過失相殺事由になる

と思われるが、問題はどの程度の割合となるかであ

る。概ね、シートベルト並びにヘルメット不着用の過

失相殺割合は10％であるから、それと同等の評価を受
けるかどうかということに帰結しよう。この10％とい
う数値も具体的に算出されているものではなく、過失

相殺する場合は10％減額、そうでない場合は減額なし
という形で用いられているため、自動車＝自動二輪車

＞自転車＞電動車いすという図式が成り立つならば

10％・10％・ 5％・ 3％のような割合も成り立つであ
ろうし、自動車＝自動二輪車＝自転車＝電動車いすと

いう図式が成り立つならば10％・10％・10％・10％の
ような割合も成り立つことになる。過失相殺は様々な

要因が絡まって割合が決まるだけに画一的な処理が望

ましいところ、デリケートな部分でもあるため、細か

い認定も肯定されるべきであるように思われる。

６．おわりに

　道交法改正により自動車運転免許更新に際して高齢

者に実地教習等の条件が加えられ、このことは高齢者

から日常の足としての自動車を奪う可能性が高くなっ

たことを意味する。その代替手段として自転車や電動

車いすの利用が考えられるところ、その運転操作など

については高齢者の身体的能力等の関係で若年者より

も危険が付きまとっている。その衰えた身体能力等を

補う手段として、自転車にあっては電動アシスト機能

が、車いすにあってはハンドル型電動車いすが用いら

れている。

　道交法上、電動アシスト自転車は軽車両として、電

動車いすは歩行者として扱われるところ、どちらも事

故とは無関係であるということはできない。被害者に

なったり加害者になったりと、交通事故は立場の互換

性があるところ、とりわけ被害者の立場になった場合

には、高齢者は弱者である。高齢者が被害者になった
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場合には、負傷の程度が若年者に対して重篤になりや

すく、損害賠償において弱者保護を目的とした修正が

行われる。

　そもそも被害者全般にいえることであるが、被害者

も損害拡大避止義務を負っているところ、高齢者も例

外ではない。昨今、自転車用ヘルメットの着用努力義

務がすべての自転車運転者に拡大され、自転車用ヘル

メット不着用により損害が拡大した場合には過失相殺

事由として考慮する素地が固まりつつある。弱者であ

ればより身を守る手段を講ずべきであり、そのような

手段を取らなかった場合には、過失相殺事由として考

慮されるべきであるといえよう。自転車用ヘルメット

不着用による過失相殺は積極的にはまだ認められてい

ないようであるが、遅かれ早かれ二輪車の場合のよう

に認められる日が来るであろう。それまでは他の過失

と相まって過失相殺考慮事由としての役割を果たすべ

きであると考える。

　損害拡大避止という点では、電動車いすの場合も同

様である。こちらはヘルメット着用の努力義務やシー

トベルトの着用努力義務すらも認められていない段階

であるから、過失相殺事由とすることはより困難であ

るといえる。しかしながら、啓蒙的な意味も含めて過

失相殺考慮事由とすることは認めてもよいのではない

かと考える。法的な義務となっていなくても、過失相

殺考慮事由とすることはシートベルトや二輪用ヘル

メットの場合にもあったからである。これにより、そ

の後道交法上の義務となり、過失相殺事由として今日

評価されているのは周知の事実であろう。

　また、過失相殺考慮事由とされることで、それが周

知され、高齢者に対する注意喚起ともなればより被害

軽減の効果に結びつくからである。そもそも、自転車

用ヘルメットの装着率が非常に低い割合であること

は、周知されていないこともその原因の一端を担って

いると思われる。これからますます弱者である高齢者

が増加していく。そうなると、多数派が弱者であると

いう状況は、逆に強者に対して過度の制約になるので

はないかと思われる。そうであるとするならば、高齢

者を弱者としてのみとらえるのではなく、場合によっ

ては弱者扱いを緩めることも重要ではないかと考え

る。立場に互換性がある交通事故であるからこそ、弱

者であるか強者であるかということは慎重に考慮すべ

きではないかと考える。

　そのように考えることで損害の衡平な分担を行うこ

とができるのではあるまいか。
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とする指摘もある。長岡孝恭「医界サロン　高齢者の自転車事

情」『大阪府医師会報』、第414号、なお、独立行政法人国民生
活センター「三輪自転車の走行特性に注意―高齢者が転倒し骨

折した事例も―」、2019年。（https://www.kokusen.go.jp/pdf/
n-20190314_2.pdf）（閲覧日、2022年10月 1日）。

（17）　四輪タイプ（電動アシストなし）は三輪タイプより数は少な
いようである。昨今の状況を鑑みるに、四輪タイプは電動アシ

ストタイプにニーズが移っている過渡期にあるように思われる。

（18）　29インチ用まで何種類か販売されているようである。一例と
して以下の HP参照。

　　　「EVO Bike高耐久トレーニングホイール 20 22 24 26インチ 
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A2％E3％83％93％E3％83％AA％E3％83％86％E3％82％A3-％E

　　3％83％9E％E3％83％AB％E3％83％81％E3％83％95％E3％82％
　　A3％E3％83％83％E3％83％88-％E3％83％88％E3％83％AC％E3
　　％83％BC％E3％83％8B％E3％83％B3％E3％82％B0％E3％83％
　　9B％E3％82％A4％E3％83％BC％E3％83％AB-SM-903-QW/dp/

B00LYQYKLY/ref=sr_1_1?crid=2EYHTQYCVQK2K&keywords=％
E5％A4％A7％E4％BA％BA％E7％94％A8％E8％87％AA％E8％
BB％A2％E8％BB％8A％E8％A3％9C％E5％8A％A9％E8％BC％
AA26％E3％82％A4％E3％83％B3％E3％83％81&qid=166445464
9&qu=eyJxc2MiOiIyLjE1IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMD
AifQ％3D％3D&sprefix=％E5％A4％A7％E4％BA％BA％E7％94％
A8+％E8％87％AA％E8％BB％A2％E8％BB％8A+％E8％A3％9C％
E5％8A％A9％E8％BC％AA％2Caps％2C232&sr=8─1）（閲覧日、
2022年10月 1日）。

　　　「Cyclingdeal調節可能大人用自転車自転車トレーニングホ
イール Fits 20 " to 29インチ」（https://www.amazon.co.jp/Cycling

　　Deal-Cyclingdeal％E8％AA％BF％E7％AF％80％E5％8F％AF％
E8％83％BD％E5％A4％A7％E4％BA％BA％E7％94％A8％E8％
87％AA％E8％BB％A2％E8％BB％8A％E8％87％AA％E8％BB％
A2％E8％BB％8A％E3％83％88％E3％83％AC％E3％83％BC％
E3％83％8B％E3％83％B3％E3％82％B0％E3％83％9B％E3％82％
A4％E3％83％BC％E3％83％ABFits-20-to-29％E3％82％A4％E3％
83％B3％E3％83％81/dp/B074FPZGM9/ref=sr_1_4?crid=2EYH
TQYCVQK2K&keywords=％E5％A4％A7％E4％BA％BA％E7％
94％A8％E8％87％AA％E8％BB％A2％E8％BB％8A％E8％A3％
9C％E5％8A％A9％E8％BC％AA26％E3％82％A4％E3％83％B3％
E3％83％81&qid=1664454649&qu=eyJxc2MiOiIyLjE1IiwicXNhIjo
iMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ％3D％3D&sprefix=％E5％A4％
A7％E4％BA％BA％E7％94％A8+％E8％87％AA％E8％BB％A2％
E8％BB％8A+％E8％A3％9C％E5％8A％A9％E8％BC％AA％2Caps％

2C232&sr=8─4）（閲覧日、2022年10月 1日）。
（19）　そもそも補助輪は練習の際に転倒防止のため用いられるもの

であり、高速度で運転するなどしない限りはそれほど転倒しや

すいとも思えない。ましてや高齢者が使用する場合であるか

ら、体力的にも高速度での走行は想定しにくいであろう。

（20）　山中明彦「電動アシスト自転車の事故分析」（https://www.
itarda.or.jp/presentation/13/show_lecture_file.pdf?lecture_
id=64&type=file_jp）（閲覧日、2022年10月 1日）。

（21）　87歳の例として、東京地判令和 2年 2月21日、LEX/DB文献
番号25584294,73歳の例として、さいたま地判平成元年 5月 7
日、LEX/DB文献番号25564468、71歳の例として、神戸地判昭
和59年 7月 5日、LEX/DB文献番号25564468等。

（22）　桜井（2021）pp.253─254によると、日常的に自転車を運転し
ている高齢者のうち9.4％が事故にあった経験があり、警察へ
通報した割合は20.1％、傷害を負って入院した場合でも70.2％
が通報せず、入院しなかった場合では85.7％が通報していな
かったというアンケート結果があり、高齢者の運転する自転車

事故のデータが氷山の一角であることが推測でき、実際には

もっと多いであろうことは容易に想像がつく。

（23）　沖川悦三「車いすの歴史的変遷と今後の展望」『日本義肢装
具学会誌』、第27巻 1号、2011年、pp.28─33.

（24）　門馬博、竹嶋理恵、澤田有希、原田祐輔、硯川潤、近藤知子
「超高齢社会における移動手段としてのハンドル型電動車いす

の可能性」『杏林大学研究報告』、第37号、2020年、p.31。
（25）　交通事故総合分析センター「特集　自転車事故　被害軽減に

ヘルメット」『イタルダインフォメーション49』、2004年、p.3。
（26）　電動車いすを含めた車いす全般の歴史については、JETRO

「拡大が期待される欧州の電動アシスト市場」『ユーロトレン

ド』、2012年、pp.2─5参照。
（27）　分類については、安心院（2014）p.70、以下参照。
（28）　道路交通法施行規則
　　第 一条の四　法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める

基準は、次に掲げるとおりとする。

　　　一 　車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えな
いこと。

　　　　イ　長さ　百二十センチメートル

　　　　ロ　幅　七十センチメートル

　　　　ハ 　高さ　百二十センチメートル（ヘッドサポートを除い
た部分の高さ）

　　　二　車体の構造は、次に掲げるものであること。

　　　　イ　原動機として、電動機を用いること。

　　　　ロ 　六キロメートル毎時を超える速度を出すことができな
いこと。

　　　　ハ 　歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がな
いこと。

　　　　ニ 　自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別
することができること。

　　 2  　前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体
の大きさの基準に該当する車椅子を用いることができない者

が用いる車椅子で、その大きさの車椅子を用いることがやむ

を得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確

認を受けたものについては、適用しない。

（29）　道路交通法
　　第 十条　歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有す

る路側帯（次項及び次条において「歩道等」という。）と車

道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行
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しなければならない。ただし、道路の右側端を通行すること

が危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端

に寄つて通行することができる。

　　 2  　歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次
の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならな

い。

　　　　一　車道を横断するとき。

　　　　二 　道路工事等のため歩道等を通行することができないと
き、その他やむを得ないとき。

　　 3  　前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の
四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、

当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するよ

うに努めなければならない。

（30）　国土交通省『道路統計年報2020』（https://www.mlit.go.jp/road/
ir/ir-data/tokei-nen/2020tokei-nen.html）（閲覧日、2022年10月
1日）。
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